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はじめに 

過疎地域等に存在する集落は、居住の場であることはもとより、生産活動や

交流の場として生活全般を支え、さらに地域の伝統文化を維持しつつ、農地の

管理や森林の保全を通して自然環境を守り、水源の涵養、下流域における土砂

災害の防止等に大きな公益的役割を果たして来た。 

しかしながら、これらの集落の多くにおいては、人口減少と高齢化の進展に

伴い、生活扶助機能の低下、身近な生活交通手段の不足、空き家の増加、森林

の荒廃、耕作放棄地の増加などの重大な問題が生じており、今後さらなる高齢

化の進展により、これらの問題は一層深刻化するおそれがある。 

こうした状況にある現在、集落の価値について、あらためて見つめ直す必要

がある。 

当懇談会では、時代に対応した過疎対策のあり方について検討する中で、上

のような認識に立って、集落の問題についても重要な課題と位置づけ、基礎的

条件の厳しい集落の現地調査を行うなど、真剣な議論を重ねてきた。 

時代に対応した集落のあり方に近づくためには、まず集落の住民が集落の問

題を自らの課題としてとらえ、市町村がこれに十分な目配りをした上で施策を

実施していくことが重要である。昨今、地域によっては市町村行政の集落への

目配りが必ずしも十分に行なわれていないのではないかという懸念もあり、市

町村行政が集落の現状に絶えず目配りをし、住民の声を幅広く吸い上げて施策

に反映させる中で、住民と行政の強力なパートナーシップを形成していくこと

が強く望まれる。 

以上の考えに立って、政府・自治体において以下の通り集落への対策が講じ

られるよう、懇談会として提言する。 

 
 

１ 「集落支援員（仮称）」の設置 
・ 行政経験者、農業委員など農業関係業務の経験者、経営指導員経験者、

ＮＰＯ関係者など地域の実情に詳しい外部人材を活用し、市町村に「集落

支援員（仮称）」を設置 

・ 集落支援員（仮称）は、それぞれの地区を担当する市町村職員などとも

連携し、集落を定期的に巡回し、生活状況、農地・森林の状況等の把握に

努める。また、集落点検、話し合い、集落対策の推進などをサポート 
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２ 「集落点検」の実施 
・ 集落支援員（仮称）と住民により、地区を担当する市町村職員などの協

力を得ながら、集落点検チェックシートなどを活用1して｢集落点検｣を実施 
 

 

３ 集落のあり方についての話し合いの促進 
・ 住民と住民・住民と市町村の間で集落の現状、課題、あるべき姿等につ

いての「話し合い」を促進（「集落点検」の結果を活用） 

・ 話し合いには、集落支援員（仮称）がアドバイザー・コーディネーター

として参画し、支援 

 

４ 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策 
 ・ 「集落点検」や「話し合い」の結果も踏まえ、身近な生活交通の維持確

保、高齢者の見守りサービスの実施、伝統文化の継承、特産品を生かした

地域おこし、地域資源を生かしたコミュニティ・ビジネスの振興、都市と

の教育交流、集落応援団、複数集落の連携体制づくりなど、住民と市町村

の協働による地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策を推進 

 

 

おわりに 

・ 上記１～４については、「はじめに」で述べた集落の果たす役割・機能に

かんがみ、集落が維持困難となる前の段階から課題の把握や解決を図って

いくべきであることから、高齢者比率が一定以上である等の集落に限るこ

となく、幅広い集落において、各自治体が積極的に取り組むことが望まし

い。 

・ 意欲的に取組む自治体に対しての国による支援も求めたい。 

なお、当懇談会としては、時代に対応した新たな過疎対策について検討を進

めていく中で、集落の問題について今後も重要なテーマと位置付け、さらに議

論を深めていく。  

 

 

 

                                                  
1 過疎地域における集落の強化に関する調査報告書（平成14年 3月・総務省自治行政局過疎対策室）の地区力点検チェッ

クシートなどの活用を図るべき。 


